
 

 

 

 

 

   市の管理する施設における新型コロナウイルス感染症患者の発生に関する    

   公表方法について 

 

 このことについて、現在、原則として市ホームページへの掲載により公表を行ってお

り、公表前に広資料の配布によりお知らせしているところです。 

 この度、市ホームページの掲載箇所をより分かりやすくした上で、広資料の配布を取

りやめることとしましたので、お知らせします。 

 なお、今後は、市の管理する施設で患者が発生した場合には、市ホームページのトッ

プページに掲載している「市内における感染者（患者）の発生について」から確認する

ことができます。 
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